
鹿嶋市建設工事の最低制限価格決定等に係る事務処理要綱 

 

 （趣旨） 

第１条 この要綱は，市が発注する建設工事の請負に係る競争入札において，地方自

治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の１０第２項（同令第１６７条

の１３において準用する場合を含む。）及び鹿嶋市財務規則（昭和６０年規則第６

号。以下「財務規則」という。）第１２７条第１項に規定する最低制限価格の決定

及び事務手続に関し必要な事項を定めるものとする。 

（適用対象工事） 

第２条 この要綱の対象となる工事は，予定価格が１億５千万円未満の競争入札によ

る建設工事であって，総合評価落札方式を適用しないものとする。 

 （定義） 

第３条 この要綱において，次の各号に掲げる用語の意義は，当該各号に定めるとこ

ろによる。 

（１）最低制限価格基準額 最低制限価格の算出の基礎となるものをいう。 

（２）最低制限価格決定係数 入札執行者が入札の開札直前に行うくじによって定

める０．９９５から１．００５までの数値をいう。 

（３）最低制限価格 最低制限価格基準額に１１０分の１００を乗じて得た額に前

号の最低制限価格決定係数を乗じ，その額に１万円未満の端数がある場合にあ

ってはこれを切り捨てた額に，その額に１万円未満の端数がない場合にあって

はその額に，それぞれ１００分の１１０を乗じて得た額をいう。 

 （最低制限価格基準額） 

第４条 最低制限価格基準額は，次の各号に掲げる予定価格の算出の基礎となった額

に，それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額を合算して得た額（その額に１

万円未満の端数があるときは，これを切り捨てた額）（以下「税抜基準額」という。）

に１００分の１１０を乗じて得た額とする。ただし，税抜基準額が，予定価格に１

１０分の１００を乗じて得た額（以下「税抜予定価格」という。）に１０分の９．

２を乗じて得た額を超える場合にあっては税抜予定価格に１０分の９．２を乗じて

得た額を，税抜予定価格に１０分の７．５を乗じて得た額に満たない場合にあって

は税抜予定価格に１０分の７．５を乗じて得た額を，それぞれ税抜基準額とみなす。

この場合において，税抜基準額とみなした額が直接工事費の額に満たないときは，

直接工事費の額を税抜基準額とみなす。 

 （１）直接工事費の額 １０分の９．７ 

 （２）共通仮設費の額 １０分の９ 

 （３）現場管理費の額 １０分の９ 

（４）一般管理費（契約保証費を含む。）の額 １０分の６．８ 



２ 建設工事のうち，建築工事，電気設備工事及び機械設備工事に対する前項の規定

の適用については，前項第１号中「直接工事費の額」とあるのは「直接工事相当額

（直接工事費の額に１０分の９を乗じて得た額）」と，前項第３号中「現場管理費

の額」とあるのは「現場管理費相当額（現場管理費の額に直接工事費の額の１０分

の１を加えた額）」とする。 

３ 昇降機設備工事その他の製造部門を有する専門工事業者を対象とした工事に対す

る第１項の規定の適用については，第 1項第１号中「直接工事費の額」とあるのは

「直接工事相当額（直接工事費の額に１０分の８を乗じて得た額）」と，第１項第

３号中「現場管理費の額」とあるのは「現場管理費相当額（現場管理費の額に直接

工事費の額の１０分の２を加えた額）」とする。 

４ 前３項の規定にかかわらず，予算執行者が特に認める工事に対する税抜基準額は，

税抜予定価格に１０分の７．５から１０分の９．２までの範囲内で予算執行者が定

める割合を乗じて得た額とする。 

（予定価格書の作成） 

第５条 予算執行者は，最低制限価格基準額を付する場合においては，財務規則第１

２８条第１項の規定にかかわらず，様式第１号により予定価格書を作成するものと

する。 

 （最低制限価格等の公表） 

第６条 最低制限価格基準額及び最低制限価格決定係数並びに最低制限価格は，落札

者の決定後，公表するものとする。 

 

附 則 

この告示は，令和２年５月１日から施行し，令和２年５月１日以降に公告又は指名

の通知を行う建設工事から適用する。 

附 則 

（施行期日） 

１ この告示は，令和４年４月１日(次項において「施行日」という。)から施行する。 

（経過措置） 

２ この告示による改正後の第４条第 1項第４号の規定は，施行日以後に公告又は通

知をする入札について適用し，同日前に公告又は通知をする入札については，なお従

前の例による。 


